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第２章  安全作業手順書の開発 
 

第１節 目的 
 
実習訓練において訓練生（受講生）が安全の意識を持つようまた作業を安全に行えるよう適切な作

業手順書を提示する必要がある。 

本安全標準作業手順書はその作成方法を示すとともに作成が簡便に行えるよう支援することを目

的とする。加えて、手順書には文章のみでなく、写真・イラスト（画像）を掲載することによりわか

りやすいものとし、場合によっては、パソコンを利用し、動画（音声含む）を使用することでさらに

視覚に訴えるものが作成できるものとする。 

 

第２節 対象者 
 

○職業訓練指導員 

 

手順書を最初に利用する対象者は、指導員と位置付けた。実習時の安全教育について、実習環

境・実習機器・作業内容に精通している立場にあり、作業手順書の作成が容易であるためである。

受講生にその意識と知識をもって指導することで結果的に訓練生の啓蒙と安全作業が習得でき

ると判断した。まず、指導員の意識の啓発と理解が必要である。 

訓練生自身が安全に対する啓蒙および作業の習得は就職後、企業での取り組みにすぐ対応でき

るよう自ら作業手順書を作成することが効果的であるが、訓練時間内で実施するカリキュラムや

指導案の作成などの仕組みが提示できないこと、訓練生の訓練環境の把握や訓練機器の知識が足

りないため、不完全な作業手順書を作成する恐れがあることを考慮し、訓練生が直接利用するこ

とは次の段階であると判断した。 

 

第３節 作業手順書利用方法 
 

○従来の実習用教科書同様、実習において作業を提示、説明する教材資料として活用する。 

 

現在訓練に使用している教科書、教材および資料に安全作業に関する記載が不十分である場合

は、あらたに作成する必要がある。また、記載が不十分でなくても実際の作業環境、実際の作業

手順からかけ離れた記述である場合は安全な作業を行う上でその効果を十分に期待できないた

め作成が必要となる。 

手順書の提示の方法としては、①訓練生（受講生）全員に印刷物を配布する、②所定の場所に

印刷物等を整備し訓練生（受講生）全員が閲覧可能とする、③実習作業に入る前に視聴覚機器等

を利用して全員に説明周知する、④①～③の組み合わせ、などがある。 

なお、作成した手順書を利用段階での使用方法については第3章 5節にも述べられているので

参照されたい。 
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第４節 作成仕様 
 
○手順書は定常な作業の範囲で作成する。 

基本をしっかり抑えることとする。非定常的に発生する作業内容まで手順書内に記載すると量

が増え、ポイントが不明となりさらに説明時間がかかり効果的な周知ができない恐れがある。 

定常な範囲で作成した場合、理想的な作業環境での手順書に近づいていくが、これにより実作

業環境に明らかに危険な部分が明確になった場合は、早急に改善を行うこととしていただきたい。 

 

○標準的な手順書（モデル）を提示する。 

モデル作業を選定し、現場指導員の作成に際して、参考として利用できる手順書を提示するこ

ととする。モデル作業は、災害事例（平成１１年１月～平成１４年１２月）を集計した下記の事

故発生の多い作業のうち９作業について取り上げ、検討した。 

表2-1 事故発生の多い作業 

作  業  名 
災害事例

件  数
作  業  名 

災害事例

件  数 

①大工道具（のみ） 105 ⑧動力シャー作業 5 

②大工道具（かなづち） 12 ⑨ディスクグラインダ作業 7 

③大工道具（のこぎり） 12 ⑩ボール盤作業 6 

④溶接作業 24 ⑪脚立作業 9 

⑤運搬作業 20 ⑫配線作業 9 

⑥旋盤作業 16 ⑬電線被覆剥ぎ取り作業 7 

⑦フライス盤作業 12 
⑭基本作業（ボルトナット

の締め緩め） 
4 

 

モデル作業は、「鑿加工作業」、「金鎚（釘打ち）作業」、「鋸（鋸挽き）作業」、「手押台車運搬

作業」、「旋盤作業」、「フライス盤作業」、「動力シャー作業」、「卓上ボール盤作業」、「墜落防止（脚

立上）作業」を作成した。 

 

○作成が容易にできるよう書式を提示する。 

 

作業手順書の様式は、目的を達すればよいことからこれといって決められていない。本作業手

順書の開発においては、職業訓練で使用するため従来から用いられている労働省認定教科書の実

技教科書やシステム・ユニット訓練の形式を参考として、特に安全作業を重視して作業手順書の

印刷イメージとなる書式を作成した。 
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特に、作業区分は必ず前後に準備作業と後始末作業を必須に設け、実作業のみとならないよう

にする。実作業は、作業名と同様か複数の作業内容を手順として区分することとした。 

また、能力開発施設の指導員による手順書の作成が必要な場合は、それぞれの課程・コースの

カリキュラム、指導案、作業分解表、実習教科書を確認し作業の基本的な手順を作成する。加え

て機器等を使用した作業にあっては機器の取扱説明書、機器・材料メーカから公開されている製

品安全データシート、仕様書、安全衛生シートや点検表を参考に安全上の急所、注意事項、禁止

事項および必要な知識を作成する。災害事例集を参考に災害に結びつく作業を作成する。 

 

作業名   

課題名   

      

機械・器具       

材   料       

工     具       

保 護 具       

事
前
時
準
備
項
目 

作成年月日 ○月○日 改訂年月日 ○月○日 

作

業 

区

分 

No 作業手順 作業者の状態 急   所 
注意事項・禁止事項・必要

な知識 

1         

2         

3         

4         

5         

準
備
作
業 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

○
○
作
業 

12       
  

13       
  

14   
  

  
  

後
始
末
作
業 15   

  
  

  

      

災害事例 作業の状態 原因物・対策 

1     

2     

災
害
に
結
び
付
く
作
業 

3     

図2－1 安全作業手順書 印刷イメージ 
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○手順書項目説明 

 

作業名   

課題名   

 

作業名：作業名をよく表す名称 例 フライス盤作業 

課題名：本作業を行う課題名、作業の主眼点 例 六面体の加工 

 

機械・器具       

材   料       

工     具       

保 護 具       

事
前
時
準
備
項
目 

作成年月日 ○月○日 改訂年月日 ○月○日 

 

事前時準備項目： 

①機械・器具：使用する機械、機器。主体となる道具 

②材料：加工する材料 

③工具：作業に必要となる器工具、測定機器、消耗品 

④保護具：安全上必要な保護具、治具 

⑤作成年月日：最初に作成した手順書の作成年月日 

⑥改訂年月日：手順書の見直しを行った最新改定日 

 

 

作業 

区分 

No 作業手順 作業者の状態 急   所 注意事項・禁止事項・必要な知識

 

作業区分： 

作業区分は必ず前後に準備作業と後始末作業を設け、作業名と同様か複数の作業で構成し

た手順内容で大きく区分する。実作業のみとならないようにする。 

 

①準備作業：作業開始前の準備事項、点検、調整、設定など 

②○○作業：実際の加工作業、作業が複数の作業内容に分けたほうがよりあるいは、複数

の異なる作業で校正される場合は２つ以上に分けることとする。 

③後始末作業：作業後の終了処理、清掃、整理整頓など 

 

No： 

作業開始から終了までの作業の通し番号 
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作業手順： 

作業を分解した一連の流に沿った作業内容、簡潔に記載すること。 

 

作業者の状態： 

作業手順を行う作業者の動作の説明。作業の様子や状態を表す必要があればイラストや写

真、動画を用いる。例 操作盤の右横に立つ 

 

急所： 

作業を行う上でのカン・コツの説明。急所を説明するコメント。必要があれば急所を示す

イラストや写真、動画を用いる。 

 

注意事項・禁止事項・必要な知識： 

作業時にやってはいけない禁止事項、作業を行う上での注意事項、作業に最低必要な知識

を記入する。必要があればイラストや写真、動画を用いる。 

 

災害に結び付く作業： 

 

 

 

 

 

 

 

手順書は、不安全な状態や不安全な行動を排除した作業行動を示すものである。手順書ど

おりに行わない結果災害が生ずる。しかし、手順書どおりに行っても災害が発生することが

ある。作業を行う上で手順書にはない作業が加わったり（例 ボール盤作業において切粉が

予想より大量に出て穴あけ作業が進めずらくなり、撤去しなければいけない等）手順書に無

い作業（機械の停止などの異常事態）が発生したりする場合である。その都度、適切な指示

を受けることが望ましいが、自分の判断で行動することにより災害が発生する。さらに、作

業手順に従っていても慣れや油断、体の不調などで災害が起こることもある。加えて、作業

者の予測不可能な行動等作成者が予測できないものもある。 

これらを非定常的作業というが、手順書にこの状態を予測して記載すると、多くの説明が

必要な長い手順書となる。手順書の利用に効率的ではないため、本手順書では定常的作業で

の作成とした。（※１） 

しかし、非定常的作業への注意を促すため、本項目に主として上記３つ観点からの災害事

例を示すこととし、その対策を記入することで具体的な注意事項や対応方法を示すようにす

る。 

災害事例 作業の状態 原因物・対策 

1 
  

  

2 

  

  

災
害
に
結
び
付
く
作
業 3    
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災害事例： 

１ 主として作業手順書どおりに行わなかった結果起こった災害事例 

２ 主として作業手順書どおりに行っていたが異常事態により起こった災害事例 

３ 主として作業手順書どおりに行っていたが、慣れや不注意によって起こった災害事例

等具体的に簡潔に説明する。災害事例集を参考とする。 
事例がない場合は無理に全て記入する必要はない。 

 

作業の状態： 

災害発生時の作業者の症状など 

 

原因物・対策： 

災害の引き金となった対象物があれば記入、災害後とられた対策または考えられる対策 

 

※１ 

定常作業 

 定常作業での手順書は、突き詰めていくと理想的な作業環境下での作業となる。訓練施設はこれまでの整備で

理想的な環境となっていることと推測されるが、本書での定常作業は訓練で利用される実環境での作業としてい

る。 

非定常作業 

 安全衛生で定義される手順書は、整理整頓されてない等の非定常の場合の対処を盛り込む必要を指摘している

が、本作業手順書では必要最小限にとどめることとし、災害事例を示し注意を促す形とする。 

 

第５節 今後の課題 
 

○安全対策の継続 

現場での手順書の作成について、訓練で使用する教材とは別の資料での作成では作成時点では

よいがすぐに形骸化してしまい、訓練生への意識の啓発やその継続は難しい。訓練の流れの中に

取り入れた利用が重要である。理想的には、訓練の定常作業すべての手順書を共通的に作成し利

用すること望まれるが、これにも作成への指導側の理解・協力および利用への周知・徹底がなけ

ればならない。安全教育は基本的な知識でありながら効率優先、効果優先および時間的な制約の

点から見失いがちになる傾向があることも否めない。現在、能力開発施設において安全について

さまざまな取り組みを行っているが今後も見失うことなく継続し総合的な安全対策を進めるこ

とが大切である。 

 

○作業者自身での作成 

作業について周知する場合は、手順書を提示することがもっともわかりやすく、さらに自ら作

ることでもっとも効果がある。訓練生（受講生）等作業者が自ら考え作成する機会を設け実施す

る仕組み作りが今後望まれる。 
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第６節 モデル手順書 
６－１ 印刷した作業手順書 

1／３ 
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２／３ 
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３／３ 
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６－２ パソコンの画面に表示した作業手順書 

（１） トップページ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作成されたトップページの手順書タイトルもしくは写真上をクリックすると、手順書の内容が見る

ことができる。 

 

（２） 事前準備項目の表示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必ず、事前準備項目の機械・器具、材料、工具、保護具を見ることができるようになっている。 
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（３） 作業手順書の内容 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きく作業区分は、準備作業、実作業、後始末作業に区分されている。作業区分内に作業手順があ

り、（画面左のフレーム参照）作業手順内に作業者の状態、急所、注意事項・禁止事項・必要な知識が

表示される。（画面右のフレーム参照）それぞれ、写真やイラストがあれば同時に表示される。また、

動画がある場合は動画ボタンが配置され、クリックすることで動画を見ることができる。 

 

（４） 安全作業手順書のマルチメディアの活用とは 
 
本来、マルチメディアとは①文字や音声映像データを融合し伝送する情報の融合化、②通信や放送

および物理的な伝送媒体の融合化、③コンピュータをベースとしてカメラ、ビデオ、ＦＡＸ、テレビ

および電話などの端末機器の融合化、三つが組み合わさった多種多様なサービスの提供を受けること

が可能となることを指している。 

本安全手順書での「マルチメディアを活用する」とは手順書に文字だけでなく画像データや映像デ

ータを使用しより視覚的にわかりやすい手順書とするというものである。加えて、パソコンを利用す

ることで動画（音声含む）も閲覧することを可能とするものである。さらに、作業手順書のデータは

ブラウザで閲覧できる形式として作成されネットワークを通しても配信できるものとした。 

 




